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～従業員向けの情報も満載です。　事業所内にて御回覧下さい～

2025. 10 第568号

収穫前の稲穂（郡山市日和田町）  【コピー・転載禁止】

ID・パスワードは 会員ID：1101　パスワード：1005

インターネットセミナー
郡山法人会のホームページから無料でセミナーがご覧いただけます
http://www.koriyama-hojinkai.or.jp

会員は専用IDとパス
ワードを入れてログ
インする事により多
くのコンテンツが視
聴可能となります。

ログインIDとパスワードを入力してログインしてください

で検索いただけます

ログインID パスワード ログイン

無料 郡山法人会

●●●● ●●●●

600タイトル以上のセミナーが
無料で受講できます
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税務署ニュース

郡山税務署 ・ 郡山法人会からの
年末調整説明会のお知らせ

郡山税務署からのお知らせ

　給与の支払者の方向けに、年末調整説明会（令和７年度 税制改正による所得税の
基礎控除の見直し等に係る説明会）を下表の日程で開催いたします。
　説明会への出席は事前申し込み制で、定員になり次第締め切ります。

※ 郡山税務署の駐車場は駐車台数に限りがありますので、来署される際は可能な限り公共交通機関を
 ご利用ください。

公益社団法人 郡山法人会
　……………… ☎024－933－7777

会　　場

小野町

三春町

郡山市

郡山市

田村市

日　　時

小野町 多目的研修集会施設

三春交流館まほら 小ホール

郡山税務署 別棟会議室

令和７年11月13日㈭
14:00～16:00

令和７年11月18日㈫
14:00～16:00

令和７年11月19日㈬
14:00～16:00

令和７年11月26日㈬
14:00～16:00

令和７年11月27日㈭
14:00～16:00

南東北総合卸センター
中会議室

田村市 中央公民館 ホール
（旧：船引公民館）

申込先

郡山税務署 法人課税第一部門
　……………… ☎024－932－2045

お問い合わせ

説明会へのご参加は下記のQRコードからお申し込み下さい。

公益社団法人 
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税のミニ通信 中小企業経営強化税制の活用
～設備投資と賃上げを両立する税制支援～

法 人 こ お り や ま 第568号（7）      令和7年10月1日

令和7年度税制改正では、中小企業の成長を後押しするための「中小企業経営強
化税制」に大きな見直しが加えられました。これは、中小企業が設備投資を通じて生
産性向上や事業再構築を図ることを支援する制度であり、特別償却や税額控除とい
う形で税負担の軽減を図るものです。

これまでも、A類型（生産性向上設備）やB類型（収益力強化設備）といった分類の
もと、要件を満たす設備投資に対して特別償却（即時償却含む）または税額控除が認
められてきましたが、令和7年度税制改正ではB類型の拡充としてE類型が創設さ
れ、より多くの中小企業が制度を活用できるようになりました。

具体的には、対象設備としてこれまで除外されていた「建物」もE類型の対象に追加され、工場や店舗
等への投資にも支援が及ぶようになったことは注目すべき点です。これにより、単なる機械設備だけで
なく、施設全体のリニューアルやスマート化、環境対応への取り組みも支援対象となります。

一方で、E類型では制度の活用条件として「賃上げ要件」が導入されました。これは、制度適用を受け
る企業に対し、一定水準（2.5％以上等）の給与引上げ実績を求めるものであり、単なる投資促進だけで
なく、地域経済や労働市場全体への波及効果を重視した構造となっています。

この点については、企業にとって新たなハードルと映るかもしれませんが、裏を返せば「成長と分配の
好循環」を実現する企業に対して、税制面でしっかりと報いる仕組みであるとも言えます。また、経営力
向上計画の認定を受けることが引き続き前提となっており、事業のビジョンや改善計画を明確化する機
会にもなります。

中小企業経営者にとっては、これらの制度を活用するか否かが、将来の財務構造や人材戦略にも影響
を与える可能性があります。単年度の節税にとどまらず、中長期の設備投資計画や人材育成方針と連動
させた活用が求められます。

制度の詳細や手続きは業種や投資内容によっても異なりますので、実際の適用に際しては顧問税理士
や商工団体等と連携し、制度の適否やスケジュールを確認することが重要です。

今後もこうした政策動向を注視しながら、自社の経営課題に即した税制活用を行うことが、安定的か
つ持続的な成長につながるといえるでしょう。

東北税理士会郡山支部
税理士 渡邊 翔太



　8月22日、「7,8,9,10月決算申告説明会」を南東北総合卸センターで開催した。講義
では、法人税・消費税等税制改正の概要及び決算の留意点のほか、e-Taxを利用した
キャッシュレス納付を実際に体験してもらいながら、わかりやすく解説した。また、法人
会より配布した、企業の税務コンプライアンスや経理の向上及び、税務調査で指摘を
受ける事項の減少や調査の対象から除かれることを期待するために作成した「自主点
検チェックシート」（国税庁後援）の使い方について説明し、利用を呼びかけた。
　なお、「自主点検チェックシート」は郡山法人会事務局や郡山税務署でも配布しております。また、郡山法人会のホーム
ページからダウンロード出来ますので、ご活用下さい。

決算申告説明会 開催

　8月21日、研修委員会を郡山法人会館で開催した。議事では、視察研修会の企画及び年明けの新春講演会講師選定に
ついて検討した。
　9月5日には広報委員会を開催し、法人こおりやま紙面の構成や、広報紙の更なる充実を図るため、意見を交わした。
　9月12日には組織・厚生合同委員会を郡山ビューホテルアネックスで開催した。
　組織委員会では、今年度の加入目標数・会員拡大施策検討のほか、令和9年度に全国法人会「福島大会」会員拡大表彰
受賞に向けた取り組みについて話し合いを行った。今後本部・支部役員及び青年部会・女性部会役員へ会員拡大方法の
共有や役員一人一社以上の加入協力を特にお願いしていく。
　厚生委員会では、今後の会員交流事業の確認及び、福利厚生制度推進状況について、受託会社より説明を受けた。

各委員会 開催

決算申告説明会

　先日、友人たちとの雑談の中で「昔の１両って、いまの
いくらだろう？」という話になったので、間髪を入れず
「８万円くらいかな」と言ってやった（諸説ありますが）。
江戸時代初期と幕末期では、物価変動で一概には言えな
いけど、円との換算のしやすさからいえば８万円がちょう
どいい。
　１両は４,０００文。で、１文は２０円。落語『時そば』で知ら
れる屋台のソバの代金が１６文なので、換算して３２０円。
まあ、こんなものだ。ほかに「分（ぶ）」という単位がある。
４分で１両。１分は２万円になる。
　前置きが長くなったが、江戸時代に「富くじ」という制

度があって「富札」が売られた。宝くじみたいなもの。主
に、社寺の修理や再建の財源のために庶民からお金を集
めた。富札１枚の値段が１分～２分。いまの２万円～４万円
なのだ。気楽に買えないよ。見返りは一等が１,０００両。
８,０００万円になる。
　今年の年末ジャンボ宝くじの一等賞金は７億円（１枚
３００円）。対コスト比率からすると、計算するまでもなく
宝くじの勝ち。しかし、宝くじの売り上げは減少して
いる。わかるわかる。だって、当たらないんだものねー
（個人的意見）。

いまも昔もお金は欲しいのだ フリーランスライター 藤木 順平フリーランスライター 藤木 順平
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